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「エネルギー使用合理化等事業者支援事業」について 

 

 石油協会が実施する補助事業で洗車機が補助の対象とならなく

なったことに伴い、標記補助事業の利用に対する問合せが多数来て

いるため、概略を下記の通りご案内致しますので、組合員から問合

せがあった際は、宜しくご対応お願い致します。 

 

 なお、下記留意事項欄にも記載しておりますが、提出書類が多く

申請者の負担が大きい（事業場単位での申請となるため、複数 SS

を申請する場合、申請 SS 分の書類の準備が必要）ことや洗車機導

入後の SS 単位での省エネルギー効果の要件が高いため、洗車機自

体は補助対象設備であるものの、審査結果によっては採択されない

ことがありますので、その点について特にご案内いただきますよう

お願い致します。 

 

 また、下記事業内容等は平成 29 年度事業に関するものであるた

め、平成 30 年度事業がスタートした際は、執行団体のホームペー

ジから手引き等をダウンロードして頂き改めて確認して頂くようお

願い致します。 

 

記 

【概要等】 

Ⅰ．ｽｹｼﾞｭｰﾙ 

  （予定） 

【説明会】 

・30.5 月中旬から全国 10 箇所で開催 

【受付期間】 

・30.5 月下旬から 1 ヶ月程度 



 

 

【添付資料】 

・事業パンフレット（平成 29 年度事業版） 

・提出書類一覧（平成 29 年度事業版） 

 

以上 

Ⅱ．執行団体 一般社団法人環境共創イニシアチブ 

（略称「SII」） https://sii.or.jp/ 

東京都中央区銀座 2-16-7 恒産第 3 ビル 

TEL:0570-055-122・042-303-4185 

Ⅲ．対象事業 「エネルギー使用合理化等事業者支援事業」の

「工場・事業場単位での省エネルギー設備導入

事業」のうち、「省エネルギー対策事業」 

※「設備単位での省エネルギー設備導入事業」

では、洗車機は対象外 

Ⅳ．事業概要 ・補助率：1/3 以内 

 （「エネマネ事業」を同時申請する場合は、

1/2 以内） 

・補助金下限額：100 万円／年度 

Ⅴ．留意事項等 ・提出書類が非常に多く申請者の負担が大きい 

・採択は審査による合否判定があり、加点項目

等の要素が必要 

・補助金受給後、3～5 年間成果報告義務があ

り、計画未達の場合補助金返還の場合あり 

・債務超過の事業者は利用不可であること 

・洗車機等の対象設備を導入した後の、SS 単位

の省エネ効果が求められるため、省エネ効果

実証のハードルがある 












